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定
例
会
（
意
見
書
）

一
、
段
階
的
に
「
35
人
以
下
学
級
」

を
実
現
す
る
と
し
た
教
職
員
定
数

改
善
計
画
を
速
や
か
に
実
施
す
る

こ
と
。（
国
に
要
請
す
る
こ
と
）

一
、「
30
人
以
下
学
級
」
の
早
期
完

全
実
現
が
で
き
る
よ
う
教
職
員
定

数
の
大
幅
な
改
善
な
ど
人
的
措

置
・
財
政
的
な
措
置
を
行
う
こ
と
。

（
国
に
要
請
す
る
こ
と
）

一
、�

県
独
自
に
も「
30
人
以
下
学
級
」

が
実
現
で
き
る
よ
う
、
枠
の
拡
大

や
下
限
条
件
「
25
人
以
上
」
の
引

き
下
げ
に
努
力
す
る
こ
と
。

一
、「
30
人
以
下
学
級
」
に
伴
う
教

室
増
等
の
条
件
整
備
を
市
町
村
と

連
携
し
て
計
画
的
に
行
う
こ
と
。

一
、
増
員
さ
れ
る
教
職
員
は
正
規
の

教
職
員
を
充
て
る
こ
と
。

　

提
出
者
：
上
原 

喜
代
子

　

あ
て
先
：
内
閣
総
理
大
臣

　
　
　
　
　

沖
縄
県
知
事　

他

　（
　
）
は
県
へ
の
要
請

一
、
教
育
の
機
会
均
等
と
そ
の
水
準

の
維
持
向
上
を
図
る
た
め
、
そ
の

根
幹
と
な
る
義
務
教
育
費
国
庫
負

担
制
度
を
堅
持
し
、
早
急
に
国
の

負
担
を
拡
充
す
る
こ
と
。

一
、
教
職
員
定
数
改
善
計
画
を
速
や

か
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
学
校

現
場
に
必
要
な
教
職
員
を
確
保
し
、

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
や
ス

ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
等

の
専
門
職
の
配
置
を
正
規
職
と
し

て
拡
充
す
る
こ
と
。

一
、
意
欲
と
情
熱
を
持
っ
て
教
育
に

取
り
組
む
優
れ
た
教
員
を
確
保
す

る
た
め
、
人
材
確
保
法
を
堅
持
し
、

勤
務
実
態
を
踏
ま
え
た
教
員
の
処

遇
改
善
に
努
め
る
こ
と
。

一
、�

教
育
関
係
予
算
を
増
額
し
、
充

実
さ
せ
る
こ
と
。

　

提
出
者
：
赤
嶺 

雅
和

　

あ
て
先
：
内
閣
総
理
大
臣

　
　
　
　
　

文
部
科
学
大
臣

　

駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置

法
が
平
成
30
年
５
月
16
日
で
有
効
期

限
を
む
か
え
る
。
駐
留
軍
雇
用
は
米

国
の
軍
事
政
策
や
国
際
情
勢
の
影
響

を
受
け
や
す
く
、
不
安
な
状
況
に
置

か
れ
て
い
る
。

　

本
県
に
お
い
て
は
「
在
沖
海
兵
隊

の
グ
ア
ム
移
転
及
び
嘉
手
納
以
南
の

基
地
返
還
と
北
部
地
域
へ
の
統
合
」

を
含
む
在
日
米
軍
再
編
成
に
関
す
る

合
意
を
し
て
い
る
。
状
況
に
よ
っ
て

は
雇
用
継
続
が
困
難
と
な
る
事
態
も

懸
念
さ
れ
、
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等

臨
時
措
置
法
に
基
づ
く
雇
用
対
策
が

不
可
欠
で
あ
る
。

　

中
途
採
用
者
も
多
く
、
大
規
模
な

人
員
整
理
等
が
発
生
す
れ
ば
、
沖
縄

県
の
経
済
情
勢
に
大
き
な
影
響
を
与

え
る
の
は
必
定
で
あ
る
た
め
、
同
法

の
再
延
長
実
現
を
要
望
す
る
。

　

提
出
者
：
宮
城 

寛
諄

　

あ
て
先
：
防
衛
大
臣

　
　
　
　
　

厚
生
大
臣

　

国
民
健
康
保
険
単
位
化
に
向
け
厚

生
労
働
省
か
ら
未
だ
具
体
的
な
試
算

内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

何
の
説
明
も
な
い
ま
ま
、
事
業
方
針

だ
け
が
決
定
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る

状
況
に
対
し
要
請
す
る
。

一
、
事
業
費
納
付
金
・
標
準
保
険
料

試
算
を
一
刻
も
早
く
公
表
す
る
こ

と
。

二
、
２
０
１
８
年
度
以
降
も
現
在
以

上
に
保
険
税
を
上
げ
な
い
こ
と
。

払
え
る
保
険
税
に
す
る
こ
と
。

三
、
一
般
会
計
法
定
外
繰
入
、
保
険

税
決
定
な
ど
市
町
村
に
お
け
る
独

自
の
権
限
を
侵
害
し
な
い
こ
と
。

四
、
準
備
が
整
わ
な
い
ま
ま
の
拙
速

な
実
施
は
せ
ず
、
延
期
す
る
こ
と

も
検
討
す
る
こ
と
。

五
、（
国
に
対
し
）国
民
健
康
保
険
の

安
定
的
な
運
営
の
た
め
、
十
分
な

財
政
措
置
を
求
め
る
こ
と
。

　

提
出
者
：
金
城 

好
春

あ
て
先
：
内
閣
総
理
大
臣

　
　
　
　

沖
縄
県
知
事　

他

（
　
）
は
県
へ
の
要
請

30
人
以
下
学
級
の
早
期
完
全
実
現

の
た
め
の
意
見
書

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
拡
充
及
び

教
育
条
件
整
備
の
た
め
の
意
見
書

国
民
健
康
保
険
都
道
府
県
単
位
化

に
係
る
意
見
書

陳
情（
要
請
）を
受
け
、
委
員
会
で
審
査
し
、
本

会
議
で
採
択
し
た
結
果
、
国
、
県
、
関
係
行
政

庁
に
意
見
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法

の
有
効
期
限
延
長
に
関
す
る
意
見
書

意見書
可決


